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○那珂市障がい者プラン策定体制 
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那珂市障がい者プラン 

・障がい者計画【改訂版】 

・第 4期障がい福祉計画 

議会 市民 

パブリック・コメント 

障がい福祉関係の識見者 

・那珂市地域自立支援協議会 

障がい者プラン推進ワーキングチーム 
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○計画策定のスケジュール 

日程 会議名称等 内容 

平成 25 年 12 月 18 日 

～ 

平成 26 年 1 月 15 日 

障がい福祉アンケート実施 障がい者の現状把握 

平成 26 年 6 月 19 日 第 1 回ワーキングチーム会議 プラン策定における概要説明 

平成 26 年 7 月 22 日 第 2 回ワーキングチーム会議 前計画の点検・評価（案作成） 

平成 26 年 9 月 1 日 第 3 回ワーキングチーム会議 〃    （確認） 

平成 26 年 10 月 8 日 第 1 回推進委員会 
・プラン策定における概要説明 

・前計画の点検・評価 

平成 26 年 10 月 9 日 自立支援協議会への意見諮問 自立支援協議会の意見聴取 

平成 26 年 11 月 7 日 
自立支援協議会からの 

意見書受領 

・障がい者支援関係者、当事者等の 

意見の反映 

・障がい者プラン素案の作成 

平成 26 年 12 月 2 日 第 4 回ワーキングチーム会議 障がい者プラン素案の確認 

平成 26 年 12 月 17 日 第 2 回推進委員会 障がい者プラン素案の確認 

平成 27 年 1 月 28 日 第 3 回推進委員会 障がい者プラン原案の確認・承認 

平成 27 年 2 月 2 日 

～ 

平成 27 年 3 月 3 日 

パブリック・コメント 住民の意見の反映 

平成 27 年 3 月 障がい者プラン策定完了 障がい者プラン発行 

 



 

資料編 

 

  116 

○那珂市障害者プラン推進委員会設置要項 

 

（設置） 

第1条 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条及び障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第88条の規定に

基づき、那珂市障害者プランを策定し、推進するため、那珂市障害者プラン推進委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 

（1）障害者プランの策定 

（2）障害者プランの推進 

（3）障害者プランの進捗状況の管理 

（4）障害者プランの調整 

（5）その他必要と認める事項 

（構成） 

第3条 委員会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又

は任命する。 

（1）副市長 

（2）学識経験者 

（3）福祉関係団体代表者 

（4）市関係職員 

（委員長及び副委員長） 

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は委員長

が委員の中から指名した者をもって充てる。 

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（任期） 

第5条 委員の任期は、平成29年3月31日までとする。ただし、その所属において

任命された委員の任期は、その所属にある期間とする。 

（会議） 

第6条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、

会議の議長となる。 

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

3 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。 

（庶務） 

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。 

（補助機関） 

第8条 委員会の補助機関として、那珂市障害者プラン推進ワーキングチーム（以下

「ワーキングチーム」という。）を設置することができる。 
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（補則） 

第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 

附 則 

この要項は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年告示第22号） 

この告示は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則（平成20年告示第65号） 

この要項は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年告示第8号） 

この告示は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則（平成23年告示第23号） 

この要項は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則（平成23年告示第95号） 

この要項は、平成23年8月5日から施行する。 

附 則（平成25年告示第33号） 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則（平成26年告示第34号） 

この要項は、平成26年4月1日から施行する。 
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平成 26 年度障がい者プラン推進委員会委員 

 

所    属 職  名 氏 名 

学識経験者 

常陸大宮保健所 健康指導課長 大 森 宮 子 

勝田特別支援学校 進路指導主事 富 田  慎 

那珂医師会 副会長 小野瀬 好良 

水戸公共職業安定所 雇用指導官・就職促進指導官 佐 藤 理 恵 

茨城女子短期大学 保育科講師 安藤 みゆき 

身体障害者相談員   福 田 紀 子 

知的障害者相談員   川 又 友 美 

福祉関係者 

民生委員・児童委員 障害者委員会委員長 小 川 力 男 

身体障害者の会 会長 軍 司 有 通 

心身障害児者親の会 会長 若 谷 則 彦 

手をつなぐ育成会 会長 髙 橋 政 富 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 会長 舘  祝 子 

社会福祉協議会 事務局長 桐 原 浩 彰 

市 関 係 

市 副市長 松 崎 達 人 

市教育委員会 教育長 秋 山 和 衛 

市福祉事務所 所長 萩野谷 康男 

 
      

事 務 局 
那珂市 保健福祉部 

社会福祉課 

課長 大 部 公 男 

課長補佐（総括） 髙 安 正 紀 

障がい者支援グループ長 篠 原 広 明 

障がい者支援グループ係長 二 方 尚 美 
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○那珂市障害者プラン推進ワーキングチーム設置要項 

 

（設置） 

第1条 那珂市障害者プラン推進委員会設置要項（平成19年那珂市告示第96号）第

8条の規定に基づき、那珂市障害者プラン推進ワーキングチーム（以下「ワーキン

グチーム」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第2条 ワーキングチームは、次に掲げる事項について調査及び検討し、那珂市障害

者プラン推進委員会（以下「委員会」という。）へ報告するものとする。 

（1）障害者プランの策定 

（2）障害者プランの進捗状況 

（3）障害者プランの点検・評価 

（4）その他必要と認める事項 

（委員） 

第3条 ワーキングチームの委員は、別表に定めるものの中から市長が任命する。 

2 前項に定めるもののほか、市長は必要に応じ、専門的知識を有する者を委嘱する

ことができる。 

（任期） 

第4条 委員の任期は、平成29年3月31日までとする。ただし、その所属において

任命された委員の任期は、その所属にある期間とする。 

（会長及び副会長） 

第5条 ワーキングチームには、互選により会長及び副会長を置く。 

2 会長は、会務を総理し、ワーキングチームを代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第6条 ワーキングチームの会議は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。 

（庶務） 

第7条 ワーキングチームの庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。 

（補則） 

第8条 この要項に定めるもののほか、ワーキングチームの運営に必要な事項は、会

長が別に定める。 

附 則 

この要項は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年告示第22号） 

この告示は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則（平成20年告示第59号） 

この要項は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年告示第34号） 

この要項は、平成21年4月1日から施行する。 
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附 則（平成22年告示第8号） 

この告示は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則（平成23年告示第96号） 

この要項は、公布の日から施行し、改正後の那珂市障害者プラン推進ワーキングチ

ーム設置要項の規定は、平成23年4月1日から適用する。 

附 則（平成24年告示第26号） 

この告示は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則（平成25年告示第37号） 

この告示は、平成25年4月1日から施行する。 

 

別表（第3条関係） 

課名等 グループ名 担当 

政策企画課 政策企画グループ 総合計画 

防 災 課 防災グループ 防災 

社会福祉課 障がい者支援グループ 全般 

こども課  子育て支援グループ 障害児福祉 

健康推進課 
健康増進グループ、 

母子保健グループ 
保健、障害児者福祉 

商工観光課 商工観光グループ 雇用促進 

都市計画課 
都市計画グループ、 

都市整備グループ 
都市計画、道路整備 

建 築 課 住宅・営繕グループ 住宅整備 

学校教育課 学務・施設グループ 障害児教育 

生涯学習課 社会教育グループ 生涯学習 
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平成 26 年度 

那珂市障がい者プラン推進ワーキングチーム委員 

 

所  属 職  名 氏   名 

政策企画課 政策企画グループ長 浅 野 和 好 

防 災 課 防災グループ長 綿 引 勝 也 

社会福祉課 障がい者支援グループ長 篠 原 広 明 

こども課  子育て支援グループ長 大 森 晃 子 

健康推進課 健康増進グループ精神保健福祉士 佐 藤 英 二 

商工観光課 商工観光グループ主幹 生田目 恵 司 

都市計画課 都市整備グループ技査 海 野 英 樹 

建 築 課 住宅・営繕グループ係長 萩野谷 貴 之 

学校教育課 学務・施設グループ長 平 野 敦 史 

生涯学習課 社会教育グループ長 茅 根 政 雄 
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